
  

各論
第8章  年金制度
第1節  年金制度の現状と動向
1  厚生年金保険,船員保険及び国民年金の改善

昭和44年には厚生年金保険,船員保険及び国民年金の各制度について,大幅な給付改善案がまとめられ,第61回国会に提出された
が不成立に終わり,現在,その早期実現のための努力がすすめられている。わが国の年金制度は,一般被用者を対象とする厚生年
金保険制度,被用者以外の一般国民(20歳以上60歳未満の自営業者,被用者の妻等)を対象とする国民年金制度を二大主柱とし,そ
の他に,特定の職域を対象とする制度,すなわち,船員を対象とする船員保険制度,公務員及びこれに準ずる者を対象とする各種共
済組合制度(国家公務員共済組合,地方公務員等共済組合,公共企業体職員等共済組合,私立学校教職員共済組合及び農林漁業団体
職員共済組合をいう。)から成り立つているが,それぞれの制度の対象者数は第8-1表にみるとおりであり,したがつて,厚生年金
保険,船員保険,国民年金の改善は全体の90%の人々の給付水準が引き上げられることを意味するものである。

第8-1表 各種公的年金制度適用人員一覧

なお,上述の制度のほかに,厚生年金保険の行なう老齢給付のうち報酬比例部分の給付を代行し,あわせて企業独自の立場からの
プラスアルファ給付を行なつて,政府の行なう給付よりも高水準の給付を保障することを目的とする厚生年金基金制度があり,ま
た,石炭企業の長期的安定を図る施策の一環として石炭鉱業に従事する坑内負及び坑外員に対する特別年金制度として,政府の行
なう老齢給付とは別個にプラスアルファ給付を行なうことを目的とする石炭鉱業年金基金制度が運営されている。

この改正案において,きわめて特徴的なことは,国民年金の改善が厚生年金

保険,船員保険の改善と時期を同じくしている点にある。昭和44年は,少なくとも5年ごとに行なうことを義務づけられている厚
生年金保険の財政再計算の年にあたり,従来からのルールにより,この時期にあわせて給付改善を行なおうとするものである。

しかしながら,昭和41年に,夫婦1万円年金の改善が行なわれた国民年金については,昭和46年に行なわれるものであるが,今回,厚
生年金保険と足並みをそろえて行なわれるのである。これは,年金に対する関心が高まり,一つの制度の改善は他の制度への影響
を考慮することなしには実際上行ない得なくなつてきたことを如実に示すものである。

厚生年金保険と国民年金では,その財政基盤との関連もあり,給付改善の面で従来国民年金が厚生年金保険に一歩遅れをみせてき
たが,今回この通例が破られることは,各制度の対象者グループ間の所得水準の差が小さくなり,同程度の社会保障を望む声が強
くなつたことも一つの理由であろう。

すなわち,国民年金と厚生年金保険では,それぞれの対象者の特性によつて制度の仕組み方が異なることはあつても,給付水準に
ついては厚生年金保険並みにすべきであるということが強く要望されるようになつてきたのである。

このような考え方は,結果として,厚生年金保険,国民年金それぞれの改善案が相互に共通した次のような基本目標によつて貫か
れていることにもあらわれている。

すなわち,(1)2万円年金の水準の実現,(2)当面発生する受給者に対する優遇措置,(3)国民年金について所得比例制の導入がこれで
ある。
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まず,2万円年金の水準の実現であるが,これは,昭和40年の厚生年金保険の改善,昭和41年の国民年金の改善がひとくちに1万円年
金の改正といわれているのに対応するものである。しかしながら,厚生年金保険については前回の1万円年金は制度のたてまえ
としての年金水準であり現実に支給される年金額は必ずしも1万円には達しない場合が多かつたが今回の改正案は改正後の翌年
に新たに発生する受給者の年金額をほぼ2万円とするものである。

これに対し,国民年金の場合は,今後25年の資格期間を満たした人に将来約束される標準的な年金額をさすものであるが( 第8-3
表の例示参照),これは,制度の発足の時期に20年近くの差があり,すでに本格的受給者の発生期を迎えた厚生年金保険と,昭和46
年に至つて初めて拠出制年金の受給者の発生を迎える国民年金との体質的相異に基づくものである。

さて,この新しい年金水準を諸外国の年金額と比較してみると第8-2表のとおりである。

諸外国においては,わが国のように国民のすべてが年金の適用を受けている,いわゆる皆年金を達成している場合は数が少ないの
で,いずれの国においても対象とされている被用者の受ける年金額により比較を行なつているが,今回の2万円年金は,イギリスの
水準を越え,西ドイツの労働者年金の額に接近している。

第8-2表 年金額等の国際比較

第8-3表 年金制度改正案の概要
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これらの国においては,賃金水準や物価がわが国よりも高いこと,これらの国では,いずれも,すでに制度発足後相当の歴史を有し
ており,ここに掲げられている年金額も30年から40年という,厚生年金保険の2万円の基礎とされている24年程度と比較して長い
被保険者期間を持つ人々に支払われる額であること,厚生年金保険では退職すれば60歳から支給されるのに対し,これらの国で
は65歳～67歳が支給開始年齢であることを考慮すると,わが国の2万円年金は,これらの諸外国の年金と比較して見劣りしないも
のである。

基本目標の第2は,従来,高齢者については,昭和36年以降25年にわたる経過措置と福祉年金によつてその処遇を考えるものとされ
ていたのに対して,これをさらに一歩すすめ,これらの階層を1人でも多く拠出制の年金に結びつける工夫を行なうことと,当面発
生する受給者の優遇措置を講ずることである。

このため,高齢者の制度への加入について特別措置を講じ,また,年金額のうえでも昭和46年から支給される国民年金の10年の資
格期間を有する人に対する年金額を従来の2,000円から5,000円へと2倍半に引き上げ,夫婦では月1万円の年金額が実際に支給者
の手に渡ることになるのである。

国民年金の対象者にも厚生年金保険の対象者と同水準の給付を支給するものとすることが第3の基本目標であり,この目的に沿
つて,従来,定額拠出・定額給付であつた国民年金にも所得比例制が導入されることとされている。すなわち,一定以上の所得が
ある被保険者について新たに1段階の所得比例保険料を設け,これに応ずるものとして,所得比例保険料の納付25年につき4,500
円の給付が上積みされるものである。したがつて,夫が所得比例保険料を25年納付し,妻が定額保険料のみを25年納付した夫婦
の場合には,世帯として2万0,500円の給付となり,厚生年金保険に見合う水準が得られることとなる。

なお,所得比例制の導入に関連し,国民年金についても,昭和40年から厚生年金保険に導入された厚生年金基金のような制度を設
け,所得比例給付を代行しつつ,特定グループの特性に応じたプラスアルファ給付を実施するみちを開くものとされている。
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この国民年金基金は,老齢保障の問題のウエイトがますます高まろうとしている今日,全国画一的な制度だけでは老齢者のニード
を十分に満たすことができないという年金問題における基本的な要請が内在していることに対応するものである。

このような,所得比例,基金制度といつた考え方の導入は,わが国だけの現象ではない。西欧諸国の例をみても,1950年代を境にし
て,より高い年金への国民の要請は,きわめて強く,スウェーデン,カナダなどの各国であいついで年金制度の大幅な改善がなされ
てきた。なかでも,最も注目されるのは,かつてビバリッジ体制の下に最低生活年金の典型と目されたイギリスにおいて,1961年
に所得比例制の上積みが行なわれ,さらに,1969年1月に政府が「国民退職年金と社会保険－－所得比例社会保障に関する英国政
府の提案」と題する白書により公表された提案によれば,制度の所得比例への全面的切り替えが検討されていることである。

年金制度における所得比例要素には,制度の建て方に応じて,あるいは所得再分配機能として,あるいは財源確保の手段として,
種々のメリットが考えられるが,いずれにしても,普通の効果は,「より高い拠出に見合うより高い年金」が実現されることであ
り,これが,現代の国民によつて,ひとしく切望され,期待されるところなのである。

それと同時に,公的年金制度として,このように高い水準までも,その全責任を負うことが適当であるかどうかについても問題が
生じてきた。基金制度は,最低生活水準を上回る部分について,準公的年金ともいうべき機構を導き,その部分の運営の一部につ
いて,民間の努力をも動員しようとするものである。このような方法によつて,政府が独力では達成できない高い水準の年金によ
る保障が可能となり,しかも同時に,国民の階層ごとの種々異なる年金ニードを,個別に,適切に満たすことができると期待されて
いる。

以上の基本目標に沿つたこの改正案の概要は第8-3表のとおりである。
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各論
第8章  年金制度
第1節  年金制度の現状と動向
2  今後の動向

各種公的年金制度の受給権者数及び給付額は,第8-4表, 第8-5表のとおりである。

第8-4表 老齢年金受給者の将来見込み

第8-5表 主要国における年金給付費の対国民所得比
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老齢(退職)年金については,厚生年金保険の未成熟であること及び国民年金においては老齢年金の支給は
46年までは行なわれないことから,依然として恩給が主流を占め,また,老齢福祉年金が,大きな役割を果た
している現状である。

すなわち,厚生年金保険,国民年金両制度は,第8-4表に掲げた老齢年金受給者数の見通しにみられるように,
現在はまだ初期の段階にあり,今後約半世紀にわたつて,漸次本格化の方向に進んでいくものとされてい
る。

したがつて,これからの時期は,わが国の年金制度にとつては,これらの受給者増に対応すると同時に,なお
多分の間引き続くものと考えられる経済発展にも対応していかなければならないのである。

このような発展の過程で,第8-5表にみられるように現在国民所得の中に,わずか0.4%程度の比重を占める
に過ぎず,諸外国の3.3～8%と比べ,立ち遅れの著しいわが国の年金部門も急速に先進国並みの水準に近づ
いていくこととなろう。

また,農業構造の改善,農業経営の近代化等を促進しようとする農業政策上の要請と,農業者に対する社会保
障充実の要請とを背景として生じてきたいわゆる農民年金問題については,43年7月,農林省の農民年金問
題研究会の手による報告書が公表され,この要請を今回の国民年金の改善,すなわち,給付水準の大幅引上
げ,所得比例制の導入,基金制度の創設等を前提として,どのように考えるかについて,国民年金審議会及び
同審議会の農民年金問題専門部会において検討が進められてきたが,44年6月中間審議メモがまとめられ,
次のようら考え方が示された。
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各論
第8章  年金制度
第1節  年金制度の現状と動向
2  今後の動向
(1)  対象となる農家の範囲は,農家らしい農家とし,経営主を主たる加入

者とする。
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各論
第8章  年金制度
第1節  年金制度の現状と動向
2  今後の動向
(2)  支給開始年齢は,経営移譲した場合には60歳前後が適当である。
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各論
第8章  年金制度
第1節  年金制度の現状と動向
2  今後の動向
(3)  年金財政は,拠出制を原則とするが,農業の特殊事情も考慮して特別

の配慮をする。(4)制度を効果あらしめるために,中高年齢者について特別の経過
措置を講ずる。

この審議メモをもとにして,所要の調査と相まつて,さらに必要な検討が進められている。

このほか,年金制度の国際的な通算措置の問題については,アメリカ及び西ドイツとの間で,事務的折衝が始
められており,近い将来において国際協定等の形で積極的な解決に至ることが期待されている。

また,本土と沖縄との年金制度通算についても,昭和45年4月からの拠出制国民年金の実施により,沖縄住民
皆年金が達成され,本土並みの公的年金制度が完備された段階を迎えるにあたつて,通算の事務的準備がす
すめられているところである。

第8-6表 老齢(退職)年金支給状況

第8-7表 障害(廃疾)年金及び遺族年金支給状況
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各論
第8章  年金制度
第2節  年金の各制度
1  国民年金
(1)  適用状況

国民年金は,他の公的年金が被保険者を職場単位には握しているのと異なり,被保険者をその住所地におい
て個人単位には握しなければならず,しかも,対象となる人たちが年金制度になじみの薄い階層であること
から,これらの対象者を個々には握し,国民年金制度に加入させるにあたつては,他の公的年金制度にみられ
ない種々の困難な問題がある。

このため制度発足以来,国民に対して制度自体の趣旨の普及徹底とあわせ,適用促進のための施策を強力に
講じてきた。

被保険者の適用にあたつては,毎年度当初において適用対象者調査を行ない,自主的な届出によるほか,戸別
訪問,文書による勧奨等によつて,適用の促進を図つてきたところであるが,41年6月における年金額の大幅
引上げを中心とする制度改善を機として住民の制度に対する認識が深められ,適用が著しく促進された。

しかしながら,20歳を中心とする若年層については,その認識が薄いことなどから,伸びなやみの状態にある
今後はこの若年層に対する適用の促進が重点施策の一つとして取り上げられることになろう。

この適用状況についてみると,36年度末における被保険者数は1,824万人であつて,36年度から39年度まで
の間においては年間平均約36万人の被保険者が増加してきたが,40年度から43年度にかけては制度の趣旨
の周知徹底とともに年間平均約75万人が増加してきている(第8-1図参照)。

特に任意加入被保険者の適用については,その伸びが著しく,43年度における適用数は357万人で,前年度末
に比べて26万人(7.7%)増加しており,国民がしだいに国民年金制度の趣旨を理解してきていることがうか
がえる。
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各論
第8章  年金制度
第2節  年金の各制度
1  国民年金
(2)  保険料

国民年金の保険料収入は,昭和43年度において540億円である。現年度の保険料の徴収状況を示す指標と
して検認率がある。検認率とは,被保険者が保険料を納付すべき月数に対する保険料を納付した月数の比
率であつて,その年度の保険料の徴収の状況をみるために使われる。

この検認率についてみると年々着実に向上しており,43年度末における全国平均の検認率は,93.0%に達し
ている。

しかしながら,郡部における検認率が98.1%であるのに対し,都市部では89.6%であり,今後は都市部におい
て,特別な施策を講じていく必要があろう。

なお,未納者に対しては,年金納付の受給資格要件の確保のためにも,戸別訪問による督励のほか,納付書の
発行,督促状の発行などの積極的な徴収体制がとられている。
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各論
第8章  年金制度
第2節  年金の各制度
1  国民年金
(3)  保険料の免除

保険料の免除には,法定免除と申請免除の二つがある。法定免除とは,障害年金又は母子福祉年金若しくは
準母子福祉年金の受給者であるとき,生活保護法の生活扶助などを受けているとき,又は国立らい療養所な
どの施設に収容されているときには,これらの事由に該当した月から免除されるものである。申請免除と
は,所得がない場合などで保険料を納付することが困難であると認められる者には,免除の申請を行ない都
道府県知事の承認を受けて免除が認められるものである。

43年度末において保険料を免除された被保険者数は,法定免除64万人,申請免除123万人,合計187万人であ
つて,その免除率は10.0%である(第8-1図参照)。

この免除について年度別にその状況をみると,逐次その数が減少している。これは,制度の趣旨が周知され
るに従つて被保険者が保険料を納付し,将来より有利な年金を受けることを希望していることの現われで
あろう。

第8-1図 国民年金被保険者数及び保険料免除者数の推移
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各論
第8章  年金制度
第2節  年金の各制度
1  国民年金
(4)  給付

拠出制の国民年金の年金給付には,老齢年金,通算老齢年金,障害年金,母子年金,準母子年金,遺児年金,寡婦年
金があり,その受給状況をみると,第8-8表のとおりである。老齢年金,通算老齢年金,寡婦年金は,昭和46年ま
では発生しない。

第8-8表 国民年金受給権者及び給付額の推移
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各論
第8章  年金制度
第2節  年金の各制度
1  国民年金
(5)  財政

国民年金は,将来の給付に備えて保険料収入を積立金として積み立て,国もその保険料の拠出時において保
険料額の1/2に相当する額を積み立てている。この国の負担割合は他の年金制度に比べて高くなつてい
る。積立金の総額は,43年度末において4,352億円に達している。

このほか,国は国民年金の事務に要する経費を負担しているが,市町村における事務取扱いに必要な国の交
付金は,市町村が現実に国民年金の事務執行に必要な費用に比べてまだ十分なものとなつていないため,事
務費交付金は44年度において大幅な増額が行なわれた。
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各論
第8章  年金制度
第2節  年金の各制度
2  福祉年金
(1)  受給者及び年金額

福祉年金には,老齢福祉年金,障害福祉年金,母子福祉年金及び準母子福祉年金の4種類の年金があるが,全額
国庫負担の経過的,補完的年金であるため,拠出制の他の年金との均衡を図りつつ,財政の状況を勘案してそ
の水準が考えられている。したがつて,拠出年金に比べ年金額も低く,各種の支給制限の措置が設けられて
いる。

しかしながら,福祉年金の支給によつて,これまで公的な所得保障の対象外にあつた農業従事者等に対して
年金制度に対する認識を深めるという大きな役割を果たしてきたことは否定できないものがある。

年金額は,従来から物価の上昇等を勘案して,第8-9表のとおり逐年引上げが行なわれている。

第8-9表 福祉年金額の引上経過

福祉年金を受けている者の総数は,昭和43年度末現在316万4,000人に達しているが,制度発足以来の推移を
みると 第8-2図に示すとおり,母子,準母子福祉年金を除き逐年増加の傾向にある。このような傾向は特に
障害福祉年金において顕著であり,昭和36年以来毎年のように行なわれてきた国民年金法の改正による支
給範囲の拡大,支給制限の緩和等の福祉年金制度の改善によるところが少なくない。

老齢福祉年金の受給者は,昭和43年10月末現在で272万7,000人であるが,これは総理府統計局の人口推計
月報による70歳以上の人口のおおむね70%に相当している(第8-3図参照)。

老齢人口は年々増加の傾向にあるので,受給者もこれに伴つて増加していくものと考えられるが,過去にお
いては, 第8-3図にも示すとおり,必ずしも老齢人口の増加に比例するものとはいえない。これは支給制限
の緩和等による制度改善や,経済変動に伴う所得の増減により受給者数に変動があるためである。なお,37
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年度において受給者が激減しているのは,この年に支給制限に該当した者が多数にのぼつたためであり,そ
の後は,扶養義務者所得制限の緩和と公的年金との併給限度額の引上げにより,受給者は増加傾向をたどつ
ている。

障害福祉年金は,当初視聴覚障害又びし体不自由といういわゆる外部障害のみを支給対象として発足した
が,その後支給要件の緩和や支給対象の拡大が行なわれ,39年8月に結核及び精神障害を,40年8月に精神薄
弱を41年12月に心臓機能障害や肝臓疾患,腎臓疾患,血液疾患などすべての障害をその支給対象に加え,さ
らに事後重症制度(障害福祉年金を支給する程度の障害者でないものでも,そののちに障害が増悪したとき
は,障害福祉年金を支給する制度)も取り入れられたのでかなり顕著な伸びを示している。

母子福祉年金及び準母子福祉年金の受給者は急速に減少しているが,これは,その支給要件となる子,孫,又
は弟妹が成長して義務教育を終了したことにより逐次失権していることと,37年以降拠出年金の支給が開
始されたことによつて新たな事故については拠出制の母子年金又は準母子年金が支給されることとなる
ためである。

第8-2図 福祉年金受給者数の推移

第8-3図 70歳以上人口と老齢福祉年金受給者数の推移
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各論
第8章  年金制度
第2節  年金の各制度
2  福祉年金
(2)  支給制限

福祉年金は,全額国庫の負担によつて行なうところがら,限られた範囲内で効果的に所得保障を図ろうとす
る趣旨で,各種の支給制限が設けられている。

これを大別すれば,(ア)一定額以上の所得を有することによるもの,(イ)他の公的年金制度による給付を受け
ることによるものの二つに分けることができる。なお現在,夫婦がともに老齢福祉年金を受給しているこ
とによる支給制限が設けられており,夫婦それぞれの年金額のうち,3,000円を減額して支給することにな
つているが,国民年金法の改正により44年10月から廃止されることになつている。

昭和43年度末現在の受給権者数は364万7,000人を数えるが,支給制限の事由に該当して福祉年金の支給を
停止されている受給権者は48万3,000人,(約13.2%)であり,このほか支給制限の事由に該当するであろうと
いうことで権利の裁定を受けていない潜在受給権者もかなりあるとみられている。 

ア  所得制限

所得制限は,受給権者本人,その配偶者及び受給権者の民法上の扶養義務者の前年の所得が一定限度額以上
である場合,その年の福祉年金の全額を支給停止するというものであり,毎年6月,福祉年金受給権者から所
得状況届の提出を求め,市町村の審査を経て都道府県知事が決定する。

所得制限の限度額は,毎年所得税法,地方税法の改正に伴つて引き上げられるほか,国民一般の所得の伸びを
考慮して引上げを図つてきている。

イ  公的年金給付との併給制限

公的年金受給による支給制限は,恩給,厚生年金保険などの他の公的年金制度から年金による保障を受けて
いる者に対して福祉年金の支給を制限するというものである。すなわち,公的年金給付を,一定の額(公的年
金が戦争公務によるものであるときは,13万5,500円,その他一般年金であるときは福祉年金相当額)以上受
けることができるときは,福祉年金の全額を支給停止することとされ,公的年金の額がこの制限限度額を下
回る額であるときは,福祉年金の額の範囲内で制限限度額と公的年金の額との差額を併給するというもの
である。

福祉年金と公的年金の額との併給者は,43年度末現在35万5,000人で,その99.2%は軍人関係の公務扶助料
や戦傷病者戦没者遺族等援護法の遺族年金など戦争公務による恩給,年金の受給者である。また,福祉年金
を全額併給される者は,このうちわずか6万5,000人にすぎず,残りの29万人は差額併給者(一部支給停止者)
である。
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各論
第8章  年金制度
第2節  年金の各制度
2  福祉年金
(3)  給付費

福祉年金は,毎年1月,5月,9月を払出期月として,その前月までの分を受給者の住所地の郵便局で支払うこと
としている。

この支払いに要する財源は,全額国庫負担で,毎年度一般会計から国民年金特別会計に繰り入れられてい
る。制度が発足した34年度から43年度末までに約3,830億円が支払われているが,最近5年間と年金種別に
みると第8-10表のとおりで,受給者の自然増加及び年金額の引上げなど,制度の内容改善によつて毎年増加
している。

第8-10表 福祉年金支払額の推移
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各論
第8章  年金制度
第2節  年金の各制度
3  厚生年金保険
(1)  適用状況

近年における厚生年金保険の適用事業所数は,毎年平均5%程度の増加を示しており,43年度末の事業所数
は67万1,736となつている。また,被保険者数は,毎年平均4%程度の増加傾向にあり,43年度末で2,072万人
に達している。なお,1事業所当たりの被保険者数は,43年度末では30.8人となつている。
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各論
第8章  年金制度
第2節  年金の各制度
3  厚生年金保険
(2)  標準報酬及び保険料

厚生年金保険の給付額及び保険料額の算出基礎となる標準報酬月額は,毎年平均9.3%程度の増加を示し,昭
和43年度末では,平均3万8,360円,第1種4万4,851円,第2種2万5,036円,第3種5万0,078円となつている。

保険料の額を算出する保険料率は,支出面での保険給付の予想額,収入面での積立金の運用利子及び国庫負
担の予定額に照らして5年ごとに再計算することになつている。現行の保険料率は,39年に行なわれた再
計算に基づくものであり,次のようになつている。

現行の保険料率
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各論
第8章  年金制度
第2節  年金の各制度
3  厚生年金保険
(3)  保険給付

厚生年金保険の保険給付には,年金給付として老齢年金,通算老齢年金,特例老齢年金,障害年金及び遺族年
金があり,一時金給付として障害手当金及び脱退手当金がある。

43年度末における年金受給権者数は,90万5,146人で,毎年16%前後増加している。

ア  老齢年金

43年度末における老齢年金の受給権者数は38万4,069人で,在職老齢年金の創設された昭和40年は別とし
て,毎年20～30%前後増加している。 

イ  通算老齢年金

43年度末における通算老齢年金の受給権者数は3万3,537人で,本制度が創設された36年以来毎年著しい増
加を続けており,39年度末の4,245人と比べると約8.5倍に達している。 

ウ  特例老齢年金

特例老齢年金は,旧陸軍共済組合等の組合員であつた者に対し,緩和された資格期間のもとに支給されるも
ので,43年度末における受給者数は,310人である。43年度末における受給権者1人当たりの平均年金額は,4
万4,493円となつている。 

エ  障害年金

43年度末における障害年金の受給権者数は,8万7,376人であり,35年度以来減少をたどつていたが,40年度
末の7万6,029人を境として,41年度以後は増加してきている。 

オ  遺族年金

43年度末における遺族年金の受給権者数は,39万9,854人で,毎年10%程度増加しており,39年度末の26万
0.668人と比べると約1.5倍に達している。 

カ  障害手当金

43年度における障害手当金の受給権者数は,480人で,受給者1人当たりの平均受給額は16万4,689円であ
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る。

キ  脱退手当金

43年度における脱退手当金の受給権者数は,26万1,151人で,受給者1人当たりの平均受給額は,2万8,063円
である。
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各論
第8章  年金制度
第2節  年金の各制度
3  厚生年金保険
(4)  年金給付の業務

保険給付の裁定事務は,従来,社会保険事務所で行なわれていたが,脱退手当金を除き,被保険者記録を保管
している社会保険庁において,電子計算組織を活用して集中処理することとし,43年1月から裁定事務を行
なつている。既に年金給付の支払事務については,41年2月から集中処理を行なつているので,これによつ
て,裁定から支払までの事務処理が一元的に行なわれることとなつた。

年金は,毎年2月,5月,8月及び11月の4期(通算老齢年金及び特例老齢年金は6月と12月の2期)に,それぞれの
前月分までを社会保険庁から,受給者の指定した銀行の預金口座または郵便局へ直接送金することになつ
ている。

第8-11表 厚生年金保険1人当たり平均年金額の推移
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各論
第8章  年金制度
第2節  年金の各制度
3  厚生年金保険
(5)  財政

厚生年金保険の運営に要する経費は,保険給付に要する経費,保険給付に要する経費と保険事業の運営に要
する事務費に要する事務費に大別される。前者は,その約80%を保険料と積立金から生ずる利子収入でま
かない,残りの約20%を給付を行なう際に国庫が負担し,後者はその全額を国庫が負担している。その財政
収支状況は,第8-12表のとおりである。

第8-12表 厚生年金保険収支状況
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各論
第8章  年金制度
第2節  年金の各制度
3  厚生年金保険
(6)  福祉施設

厚生年金保険においては,本来の保険給付のほかに,被保険者,被保険者であつた者及び受給権者(以下「被
保険者等」という。)の福祉を増進させることを目的として,次のような施設を設けている。

(ア) 厚生年金病院 8

(イ) 厚生年金会館 3

(ウ) 厚生年金老人ホーム 12

(エ) 厚生年金スポーツセンター 2
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各論
第8章  年金制度
第2節  年金の各制度
3  厚生年金保険
(7)  厚生年金基金

ア  基金設立の状況

厚生年金基金は,厚生年金保険の老齢年金のうち,報酬比例相当部分について政府を代行し,あわせて附加給付を行なう特別
の法人である。基金は,規模1,000人以上の企業又は合わせて1,000人以上となるいくつかの企業が共同して設立することが
できる。

昭和41年11月の発足以降について設立状況をみると,41年度142,42年度163,43年度148と推移してきたが,43年度では,企業
合併に伴い2基金が減少し,44年7月1日現在528基金で,加入員数は253万人をこえるに至つている。

基金設立の態様をみると,528基金のうち単独企業による単独設立が314基金で59.5%を占め,子会社等を含む2以上の関連企
業による連合設立が148基金,28.0%同種同業の多数の中小企業による総合設立が66基金,12.5%となつている。

母体企業の態様別状況は,第8-13表のとおり卸売小売業,機械器具製造業等が多い。

加入員規模別をみると5,000人未満の基金が79.4%を占め5,000人以上は,わずか20.6%となつているが, 第8-14表のとお
り,5,000人以上の基金の占める割合が上昇の傾向を示している。

第8-13表 企業業態別厚生年金基金設立状況

第8-14表 加入員規模別厚生年金基金数の推移
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イ  基金の給付

基金の支給する給付には,退職を支給事由とする年金給付と脱退又は死亡を支給事由とする一時金給付がある。

退職を支給事由とする年金給付は,厚生年金保険の老齢年金又は通算老齢年金の報酬比例部分を上回るものでなければなら
ないが,その算定方式としては,厚生年金保険の報酬比例部分と同じ方式で,これより手厚い給付を行なうもの(代行型),特別
の額を上積みする方式のもの(加算型)等があり,第8-15表にみられるとおり,最近加算型基金が漸次増加する傾向を示してい
る。

これらの年金給付が厚生年金保険の水準を上回る厚味としてのプラス・アルファ別基金数は第8-16表 のとおりである。な
お,プラス・アルファの大きい基金は,ほとんど加算型の算定方式をとつている。

第8-15表 制度設計タイプ別厚生年金基金の推移

第8-16表 代行料率を上回る部分の負担割合

ウ  掛金

基金の掛金の額は,基金の設立に伴つて厚生年金保険の保険料率において,法改正後男子24/1,000女子20/1,000だけ軽減され
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ることにかんがみ,この軽減される保険料相当額以上としなければならないものとされている。また,掛金の額の負担割合
は,事業主と加入員との折半を原則としているが,基金の設立によつて厚生年金保険において軽減される保険料相当額をこえ
る部分については,事業主の負担を増加することができる(第8-16表)。

エ  標準給与

基金の標準給与の基礎となる給与の範囲及び標準給与の決定方法等は,厚生年金保険の標準報酬の例によることを原則とし
ている。

オ  財政

基金の運営に要する経費は年金給付に要する経費(年金経理)と年金事業に要する経費(業務経理)に大別される。年金給付に
要する経費は,掛金,利子収入及び国庫負担(基金の年金給付のうち,厚生年金保険の報酬比例部分に見合う部分に対して,政府
管掌と同じ国庫負担が行なわれる。)でまかなわれる。又事務の執行に要する経費は全額事業主が負担することとされてい
る。

43年3月末現在をもつて決算を行なつた234基金について,その決算状況を示したのが,第8-17表 である。

第8-17表 厚生年金基金決算状況

カ  厚生年金保険連合会

基金は,その中途脱退者について,1月でも加入期間があれば,年金給付を支給しなければならないが,このような短期加入者
(通常10年未満)に対する年金を支給することを目的として,基金からの年金給付の支給義務の移換申出により年金給付の現
価相当額の移換を受け,これによつて承継した中途脱退者に係る年金給付の支給を主たる業務とするのが,厚生年金基金連合
会である。昭和44年7月現在までの中途脱退者数及び現価相当額は,それぞれ58万人及び24億0,700万円である。
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各論
第8章  年金制度
第2節  年金の各制度
4  船員保険(年金部門)
(1)  年金給付の概要

年金部門の給付の種類としては,老齢年金,通算老齢年金,特例老齢年金,障害年金,障害年金差額一時金,遺族
年金の各年金と,障害手当金,障害差額一時金,遺族一時金,遺族年金差額一時金,行方不明手当金,脱退手当金
の各一時金の給付かある。

そのほか,従前の規定による遺族給付として,寡婦夫年金及び遺児年金がある。

年金部門の給付のうち,おもなものの給付状況は,次のとおりである。(第8-18表及び第8-19表参照)

第8-18表 船員保険年金受給者の推移

第8-19表 船員保険年金種類別1件当たり金額
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ア  老齢年金

43年度末における老齢年金の受給者数は,前年度末に比べると,10.5%の増加である。

一方,1人当たりの平均年金額は,前年度末に比べると,2.3%の増加である。40年5月の法律改正による引上
げで,40年度末の平均年金額が39年度末のそれの2倍余となり,その後,平均標準報酬の上昇,平均の被保険者
期間の増大により,年金額は年々増加している。 

イ  障害年金

43年度末における障害年金の受給者数は,前年度末に比べ,職務外の事由によるもの5.4%及び職務上の事
由によるもの9.4%の増加である。

43年度末における受給者1人当たりの平均年金額は,職務外の事由によるもの9万0,895円,職務上の事由に
よるもの13万7,277円で,前年度末に比べるとそれぞれ2.2%及び7.8%の増加である。39年度末に比べると
前者の場合で約1.6倍,後者の場合で約2.1倍と大幅な増加であるが,40年5月及び41年2月の法律改正による
年金額の引上げが大きな要因になつている。 

ウ  遺族年金

遺族年金の件数は,職務外の事由によるものは,毎年度20%程度の増加を示しており,また,職務上の事由に
よるものは,おおむね被保険者数に比例して増加している。

43年度末の遺族年金1件当たりの平均年金額は職務外の事由によるもの,職務上の事由によるものとも,39
年度末に比べるとそれぞれ2.5倍程度に増加しているが,この理由には,障害年金の場合と同様,法律改正に
よる年金額の引上げがある。
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各論
第8章  年金制度
第2節  年金の各制度
4  船員保険(年金部門)
(2)  年金給付の支払状況

年金は,毎年2月,5月,8月及び11月の4期にそれぞれ前月分までを,社会保険庁から受給者の指定した銀行の
預金口座または郵便局へ直送することになつている。
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各論
第8章  年金制度
第2節  年金の各制度
5  石炭鉱業年金基金
(1)  制度の創設

石炭鉱業年金基金制度は,石炭鉱業年金基金法(昭和42年法律第135号)によって,石炭鉱業労働者の雇用の
安定と労働力の確保を図る石炭対策の一環として設けられた特別年金制度である。

わが国の石炭産業は,昭和30年代に始まつた近代産業の技術革新に伴うエネルギーの流体化によつて,大き
く変化し企業の存在の可否をも問われることとなつた。そして炭鉱の相次ぐ閉山により引き起こされた
社会問題の重要性にかんがみ,政府は石炭企業の再建策の検討に取り組むこととなり,内閣総理大臣特命の
石炭鉱業調査団(有沢広己団長)が組織され,37年及び39年に石炭対策に係る総合的な答申を行なつたが,こ
の39年答申において石炭鉱業労働者に対する特別年金制度の検討がうたわれたものである。

一方,通商産業大臣の諮問機関である石炭鉱業審議会も,石炭鉱業の抜本的安定対策について40年に中間答
申,41年に最終答申を行ない,老齢年金制度の実施が具体的な問題となつた。そして,同審議会年金問題小委
員会が,42年5月,年金制度の実施に係る具体的な考え方を示したことによつて,この制度が法律化するとこ
ろとなつたのである。石炭鉱業年金基金は,42年10月2日,石炭鉱業の全事業主を会員とする特別法人とし
て,厚生大臣の認可を受けて設立されたものである。この基金は,石炭鉱業労働者の老齢又は死亡について
給付を行ない,生活の安定と福祉の向上に寄与し,あわせて石炭鉱業労働者の雇用の安定的確保に資するこ
とを目的としている。
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各論
第8章  年金制度
第2節  年金の各制度
5  石炭鉱業年金基金
(2)  石炭鉱業年金の仕組み

石炭鉱業を行なう事業場であつて,厚生年金保険の適用事業所であるものの事業主は,当然に基金の会員と
なる。

基金の行なう年金給付又は一時金給付の対象となる者は,坑内員(石炭鉱業を行なう事業場において会員に
使用される厚生年金保険の第3種被保険者たる労働者)及び坑外員(同じく第1種又は第2種被保険者たる労
働者)又はその遺族とされている。なお,政令の定めるところにより,石炭の採掘の業務と緊密な関係を有し
ない業務に従事する者は,坑外員の範囲から除外される。

基金が支給する給付については,基金の定款によつて定められている。基金は,この給付に必要な経費の財
源として,会員から掛金徴収をする。基金は,長期間にわたる年金事業を行なうものであるので,財政的に健
全でなければならない。したがつて資産の運用は安全かつ効率的に行なうとともに,給付に充てるべき責
任準備金を完全積立方式により積み立てなければならないとされている。
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各論
第8章  年金制度
第3節  年金積立金の運用
1  年金積立金の現状

わが国の公的年金各制度は,いずれも将来の年金給付に備えて事前に保険料を積み立て,これを有利かつ確
実に運用することで給付財源の相当部分をまかなういわゆる積立方式による年金財政方式を採用してい
る。

厚生年金保険,国民年金では,まだ給付が本格化するに至つていないところがら,毎年保険料及び積立金の運
用収入が給付費を大きく上回つていて,両年金の積立金は累増を続け,43年度末までは3兆3,106億円の巨額
に達している。両年金制度における積立金の累積状況は第8-20表のとおりである。

第8-20表 厚生年金保険・国民年金積立金累積状況

  

(C)COPYRIGHT Ministry of Health , Labour and Welfare

厚生白書（昭和44年版）



  

各論
第8章  年金制度
第3節  年金積立金の運用
2  年金積立金の運用の概要

厚生年金保険及び国民年金の積立金は,資金運用部資金法に基づき大蔵省資金運用部に預託され,郵便貯金
をはじめ他の政府特別会計の積立金,余裕金とともに,国の財政投融資計画を通じて,一元的に管理運用され
ている。

財政投融通は,政策金融として,国家目的に即した分野に長期かつ低利の資金を融通するもので,最近では,
住宅建設,上下水道の整備,公害防止など国民生活に密接した部門,道路や鉄道など公共投資の一部,あるい
は中小企業及び農林漁業に対する金融に重点が置かれている。44年度における財政投融資計画額(当初計
画)は3兆0,770億円であり,政府の一般会計歳出予算額(当初)6兆7,395億円に比べると46%,おおよそ歳出予
算の半分に相当し,わが国の経済に与える影響もきわめて大きい。

財政投融資の原資見込み(当初計画)は,第8-4図のとおりで,資金運用部資金はその総額の68%を占め,また
資金運用部資金のうち厚生年金保険及び国民年金の預託原資は7,301億円であり,資金運用部資金の35%を
占めている。

年金積立金の運用使途については,36年1月に行なわれた厚生大臣と大蔵大臣との協議に基づき,主として
国民生活の安定向上に直接役立つ分野(住宅・生活環境整備・厚生福祉施設・文教施設・中小企業・農林
漁業)に最重点を置き,残余についても国民生活の安定向上の基礎となる分野(国土保全災害復旧,道路・運
輸通信・地域開発)に限定して運用すること,そして前者の分野において,一定部分を厚生年金保険積立金還
元融資,国民年金特別融資(以下「還元融資」,「特別融資」という。)として保険料拠出者である両年金制
度の被保険者等の生活の向上に直接寄与する施設の整備に融通することとされている。

なお,年金積立金の使途については,財政投融資計画の使途別分類表に「年金資金等」の区分で示される
が,44年度の運用計画では, 第8-21表のとおりである。

第8-4図 財政投融資原資内訳
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第8-21表 財政投融資使途別分類表
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各論
第8章  年金制度
第3節  年金積立金の運用
3  還元融資・特別融資

還元融資,特別融資は,年金積立金の蓄積のもととなる保険料の拠出者に対して,その積立金の運用に伴う投
資効果を直接に及ぼす趣旨のもとで,年金制度に加入する被保険者等の福祉の増進に直接寄与する住宅や
病院に,また保育所,老人ホームなどの社会福祉施設,会館,国民宿舎,体育施設に,あるいは清掃事業,上水道な
ど生活環境整備に融資される。

この還元融資・特別融資の柱としては,都道府県や市町村に対して特別地方債という型で行なう地方公共
団体貸付と,特別法人である年金福祉事業団を通じて行なう民間向けの融資とがあり,還元融資・特別融資
の資金枠1,845億円のうちそれぞれ,58%,26%を占めている(44年度)。

還元融資,特別融資の資金枠は,毎年4月から3月までの間に資金運用部に預け入れる年金資金の預託見込額
を基準として,その25%相当額とされている。最近における還元融資・特別融資の融資対象及び資金枠
は,第8-22表のとおりであり,年金積立金の毎年度の伸びに対応して年々増大している。

この還元融資・特別融資の資金枠については,融資需要に応じて拡大するよう各方面から要望されている
が,43年度においては,従来から還元融資のなかに措置されていた一般地方債を全面的に取りやめて実質的
に資金の増を図つたのであり,また44年度においては,従来の25%相当額のほかに,厚生年金保険法の改正
に伴い増収となる保険料収入等200億円のうち70億円を還元融資にあてることで資金枠を大幅に増すこと
とした。

還元融資・特別融資の主要部分である特別地方債及び年金福祉事業団の概要は,次に述べるとおりであ
る。

第8-22表 厚生年金保険積立金還元融資・国民年金特別融資資金枠
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各論
第8章  年金制度
第3節  年金積立金の運用
3  還元融資・特別融資
(1)  特別地方債

特別地方債は,都道府県,市町村などの地方公共団体が,厚生年金保険及び国民年金の被保険者を中心とした
地域住民の福祉向上に直接役立つ施設を設置または整備しようとする場合に行なわれる融資であり,融資
対象施設は,住宅(厚生年金保険の適用を受ける中小企業事業主に賃貸するために地方公共団体が建設する
従業員住宅及び市町村が貸付する水洗便所改良資金),病院・厚生福祉施設(国民保養センターなどの休養
施設・体育施設・会館・保育所など社会福祉施設等),清掃事業(し尿処理・ごみ処理施設等),簡易水道・上
水道整備事業などである。なお,利率は年6分5厘である。
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各論
第8章  年金制度
第3節  年金積立金の運用
3  還元融資・特別融資
(2)  年金福祉事業団

年金福祉事業団は,厚生年金保険,船員保険・国民年金の被保険者等のために,住宅・病院,その他厚生福祉施設を設置及び整備
しようとする事業主・被保険者団体などに対し,政府に代わつて資金運用部から借り入れた資金をもつて長期低利の融資を行
なうため,36年11月法律に基づいて設立された特別法人である。

貸付けの相手方は,厚生年金保険の適用事業主・船舶所有者・中小企業協同組合・消費生活協同組合・健康保険組合・国民健
康保険組合・日本赤十字社・社会福祉法人などである。融資の対象となる施設は,住宅・病院・厚生福祉施設(休養施設・体育
施設・教養文化施設・給食施設など)である。

利率は,大企業事業主(事業主または船舶所有者で資本の額または出資の総額が5,000万円(商業・サービス業は1,000万円)を越
え,かつ,常時使用する被保険者数が300人(商業・サービス業は50人,鉱業は1,000人)を越えるものをいう。)については年7分,
中小企業主その他の法人については年6分5厘であるが,特に44年度から労働者団体の要請に応えて,被保険者が組織する団体
等が建設する分譲住宅の資金融資については年5分5厘に引き下げることとされる。

なお,特別地方債及び年金福祉事業団融資に対する資金需要は年々増勢しており,これに対応して資金枠の増大をはかつている
が,特に年金福祉事業団融資については,事業枠(貸付決定限度額)が設けられており,44年度資金枠480億円に対し事業枠は630
億円(対前年度40%増)と大幅に増額して資金需要に応ずることとしている。

特別地方債及び年金福祉事業団の43年度における融資の申請及び決定の状況は,第8-23表のとおりである。

第8-23表 特別地方債及び年金福祉事業団融資の申請状況及び決定状況
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